
 -1- 

競争ルールの検証に関するＷＧ（第４３回） 

 

１ 日時 令和５年４月２５日（火）１０：００～１１：１０ 

２ 開催形式 Ｗｅｂ会議 

３ 出席者 

 〇構成員 

新美主査、相田主査代理、大谷構成員、北構成員、佐藤構成員、関口構成員、 

長田構成員、西村（暢）構成員、西村（真）構成員 

 〇オブザーバー 

天田公正取引委員会事務総局経済取引局調整課長 

〇総務省 

片桐料金サービス課長、廣瀬消費者行政第一課長、寺本料金サービス課企画官、安西消

費者行政第一課企画官、中島料金サービス課課長補佐 

４ 議事 

【新美主査】  皆様、おはようございます。本日も、お忙しいところお集まりいただきま

して、ありがとうございます。定刻となりましたので、ただいまから第４３回の競争ルール

の検証に関するワーキンググループを開催いたします。 

 本日は、大橋構成員から、都合のため御欠席という御連絡をいただいております。また、

北構成員が途中からの御出席という御連絡をいただいております。 

 本日の会議も、ウェブ方式による開催とさせていただいております。 

 まず、議事に入る前に、事務局からの連絡事項の説明をいただきたいと思います。どうぞ

よろしくお願いします。 

【中島料金サービス課課長補佐】  事務局でございます。本日もオンライン会合での開催

に御協力いただきまして、誠にありがとうございます。これまでの会合と同様、御発言を希

望される際には、チャット欄にその旨を書き込んでいただくよう、よろしくお願いいたしま

す。それを見て、主査の方から発言者を御指名させていただく方式で進めさせていただきた

いと考えてございます。 

 なお、チャット欄につきましては、構成員、オブザーバーの皆様及び事務局からは閲覧可

能となってございますが、傍聴者の方からは今までどおり見ることができません。 

 御発言に当たりましては、皆様が発言者を把握できるよう、お名前を冒頭に御言及いただ
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きますよう、よろしくお願いいたします。 

 また、発言時以外はミュートにマイクをしていただきますようよろしくお願いいたしま

す。音声がつながらなかった場合などにもチャット機能を御活用いただければと思います。 

 事務局からは以上でございます。 

【新美主査】  ありがとうございます。 

 それでは、議事に入りたいと思います。本日は３点、議題となっております。第１点は、

検討の方向性（案）（短期解約ブラックリスト）でございます。第２点が通信市場の動向、

第３点が端末市場の動向でございます。それぞれ事務局から説明をいただいて、論点ごとに

意見交換を行いたいと思います。 

 それではまず、検討の方向性（案）（短期解約ブラックリスト）について事務局から説明

をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

【中島料金サービス課課長補佐】  事務局でございます。それでは、資料１に基づきまし

て、短期解約ブラックリストの検討の方向性案について説明をさせていただきます。 

 右肩１ページを御覧ください。短期解約ブラックリストに係る情報提供等についてでご

ざいます。こちらは２月の会合でも紹介させていただいたものではございますが、例えば３

か月以内、６か月以内といったような短期で解約を行うとブラックリストに入るといった

旨の案内等が行われているとの相談が総務省に寄せられていたところでございます。携帯

電話販売代理店に関する情報提供窓口等に寄せられた情報といたしまして、そういった案

内等に係るものが１７件、実際に役務提供の拒否に係るものが５件寄せられたところがご

ざいました。 

 １ページおめくりください。右肩２ページでございます。こちらは、電気通信消費者相談

センターに寄せられた苦情相談についてまとめたものとなっておりますので、こちらは御

参考までに御覧いただければと思ってございます。 

 また１ページおめくりください。右肩３ページでございます。こちらはこれまでの議論を

まとめているところでございますので、本日の説明は割愛させていただきたいと考えてご

ざいます。 

 さらに１ページおめくりいただきまして、右肩４ページでございます。こちらが短期解約

ブラックリストに関する検討の方向性（案）でございます。まず１ポツ目、ＭＮＯ各社につ

きましては、いずれも認定電気通信事業者でございますので、電気通信事業法第１２１条第

１項の規定によって、正当な理由がない限り、役務提供を拒否することができない、いわゆ
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る役務提供義務がかかっているところでございます。この点につきまして、短期解約を行っ

たことが正当な理由に該当するのかというところについて検討しましたところ、単に短期

解約を行ったことがあるという事実のみではサービスの利用意思がないとは言い切れない。

また、短期解約自体が電気通信事業者の利益を不当に害するとは言い切れないというよう

なというような点がございましたので、利用者の方が短期解約を行ったことがあるという

事実のみでは役務提供を拒否できる正当な理由には該当しないと解することが２月に総務

省より示されたところでございました。 

 このため、ＭＮＯ各社においては、短期解約を行ったことがあることのみを理由として役

務提供拒否をすること自体は業務改善命令の対象になり得るというところのほか、ＭＮＯ

各社の販売代理店においても、短期解約を行うとブラックリストに入るといったような案

内等をすることについては、内容によってはいわゆる不実告知にも該当するという場合が

ございますので、その場合には業務改善命令の対象となり得るところでございます。これに

伴いまして、ＭＮＯ各社において、販売代理店がその不実告知を行わないように適切に指導

監督を行う必要があるとしているところでございます。 

 なお、こうした考え方につきまして、役務提供拒否以外の手法、例えば利益の提供を１人

１回に限る等のやり方によって転売ヤー対策又ははサービス利用意思を伴わない乗換え対

策を行っていくということに関して妨げるものではないというところでございます。また、

こうした運用につきましては、行政の透明性を確保する観点から、総務省においてガイドラ

イン、例えば公正取引委員会との共同ガイドライン、こういったところにおきまして明確化

することが適当ではないか、また、ＭＮＯ各社の運用方針及びそれを踏まえた販売代理店に

対する指導監督の内容、こういったものにつきまして引き続き本ＷＧにおいて確認する必

要があるのではないかとしているところでございます。 

 事務局からは以上でございます。 

【新美主査】  ありがとうございます。それでは、ただいまいただいた説明について、コ

メントあるいは御質問がおありの方は発言をお願いします。発言希望の方はチャット欄で

御合図いただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 全相協の西村さん、どうぞ発言をお願いします。 

【西村（真）構成員】  全相協の西村です。今回の短期解約ブラックリストについて検討

の方向性をお示しいただいたことについては、大変いい方向になっていると思っています。 

 ４ページの最後のところに、ガイドラインにおいて明確化するというお話がありました。
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先ほど、公正取引委員会さんとの共同ガイドラインということをおっしゃっていましたが、

例えば消費者保護ルールに関するガイドラインもありますので、その辺も含めて明確化し

ていただくということはちょっと検討していただきたいなと思っています。 

 以上です。 

【新美主査】  ありがとうございます。コメント及び要望ということで承っておきます。 

 続きまして、中央大学の西村さん、どうぞ御発言よろしくお願いします。 

【西村（暢）構成員】  中央大学の西村でございます。御説明ありがとうございました。 

 私からは１点確認をさせていただければと思っております。今回、共同ガイドライン等を

前提にガイドライン作成過程が開始されるかと思います。その点で１点お伺いということ

でございますが、３枚目の１つ目の矢じりのところで、ＭＶＮＯ委員会の指摘の中に、こう

いった短期解約のブラックリストが実質的な利用者の囲い込みという効果の観点から、例

えばこれが２７条の２の第１号の不実告知の問題だけでなく、２７条の３第２項第２号、例

えばですけれども、契約解除の不当な妨害、そういった観点も問題になり得るのではないか

なと思ったのですが、この点、２７条の３との関係も想定したほうがいいのか、事務局で想

定されておられる、あるいは考えておられることがあればお教えいただければと思います。 

 以上です。 

【新美主査】  ありがとうございます。それでは、事務局のほうから御回答をお願いしま

す。 

【中島料金サービス課課長補佐】  事務局でございます。今、西村暢史先生からは、不実

告知という意味の第２７条の２のみならず、実質的な囲い込みということで第２７条の３

の観点からも検討すべきではないかというふうな御質問をいただいたかと認識してござい

ます。 

 こちらにつきましては、現時点では、第２７条の２については先ほどのとおりではござい

ますが、第２７条の３の観点でございますと、例えば違約金の問題とかそういったところで

ありましたら省令上書かれているところでございますので、こちらを見ていくというとこ

ろはございますが、短期解約ブラックリストの観点から申しますと、明確な条文があるわけ

ではないと思ってございますので、現時点では、第２７条の３の観点というよりは、むしろ

役務提供拒否というところでいけば、電気通信事業法第１２１条の役務提供義務に係る規

定若しくは先ほどの第２７条の２の不実告知、こういったところを考えていければと思っ

てございます。 
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 事務局からは以上でございます。 

【新美主査】  ありがとうございます。西村さん、いかがでしょうか。 

【西村（暢）構成員】  御説明ありがとうございました。まさしく第２７条の３第２項第

２号が違約金とか継続利用者への利益提供の上限を想定しておりましたので、今回新たに

出てきた問題でもあります。したがいまして、こういった点ではまずはガイドライン等での

対応が必要かなという、それも第２７条の２という観点が現時点では妥当かなと思った次

第でございます。ありがとうございました。 

【新美主査】  どうもありがとうございます。西村さんの懸念は当然分かっていると思い

ます。心理的な圧迫の段階にとどまるのかなと伺っておりましたので、事務局の回答で当面

は対応していくということでよろしいかなと私は個人的に思いましたが、それはまた問題

が出てきたら、ここで御議論いただきたいと思います。 

 ほかに御発言御希望の方いらっしゃいませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは続きまして、２番目の議題である通信市場の動向について、事務局から説明をい

ただき、その後、質疑応答としたいと思います。それでは、事務局よろしくお願いします。 

【中島料金サービス課課長補佐】  事務局でございます。それでは、資料２に基づきまし

て、通信市場の動向について説明させていただきます。 

 まず、右肩１ページを御覧ください。こちらは目次となってございまして、大きく４つの

項目に分けているところでございます。この１から３の項目のページ構成といたしまして

は、始めに小括のページがございまして、その後、その内容を示す図表をつけるといったよ

うな構成となっているところでございます。本日は時間の関係もございますので、小括の部

分を中心に説明させていただければと考えているところでございます。 

 それでは、右肩２ページを御覧ください。まずは契約数・事業者数の動向についてでござ

います。 

 右肩３ページを御覧ください。まず契約数につきましては、携帯電話、ＰＨＳ、ＢＷＡと

いった移動系通信の契約数でございますけれども、２０２２年１２月末におきまして２億

７７４万契約でございます。これは前年同期に比べますと３.６％増となってございますし、

また、改正事業法施行年と比べましても１２.４％増となっているところでございます。こ

のうち携帯電話の契約数に絞りますと、同じく２０２２年１２月末現在で２億７４７万契

約というところで、同様の傾向でございます。ただ、携帯電話に関しましては、ＬＴＥの契

約数が２０２０年９月をピークに継続して減少している一方で、５Ｇの契約数が継続して
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増加しているというところでございます。 

 また、事業法第２７条の３の規律対象となる移動電気通信役務対する契約数といたしま

しては、２０２２年１２月末現在で約１億２,４００万契約でございまして、こちらは改正

事業法施行年と比べますと僅かに減少しているところでございます。ただ、スマートフォン

向けの契約に限りますと、昨年度と比べて４.０％増でございますし、改正事業法施行年と

比べましても１８.３％増となっているところでございます。 

 続きまして、事業者でございます。こちらは、ＭＮＯの事業者数は４社でございますし、

ＭＶＮＯの事業者数は２０２２年１２月末現在で１,７３２社でございまして、改正事業法

施行年と比べまして６４０社ほど増えているところでございます。ただ、事業者別のシェア

で見ていきますと、昨年との比較においては大きな変動はないというところでございまし

た。 

 それでは、ページ飛びまして、右肩１４ページを御覧ください。ここからは通信料金の動

向についてでございます。 

 まず、右肩１５ページを御覧ください。ここでは、ＭＮＯとＭＶＮＯの料金プランに関す

る主な動きをまとめているところでございます。特に下線を引いている部分につきまして

は、２０２２年春以降の新たな動きになってございますので、そちらを中心に説明させてい

ただきます。 

 まずはＭＮＯの動きといたしましては、１ポツの上から３ポツ目でございますが、ＮＴＴ

ドコモが２０２２年６月９日にａｈａｍｏ大盛りの提供を開始したというところがござい

ました。また、楽天モバイルが２０２２年７月１日、Ｒａｋｕｔｅｎ ＵＮ－ＬＩＭＩＴⅦ

の提供を開始されたというところ、また、ＫＤＤＩが２０２３年２月１日、スマホミニプラ

ン５Ｇ／４Ｇの提供を開始されたというところがございました。 

 続きまして、ＭＶＮＯの動きについてでございます。右肩１７ページを御覧ください。２

０２２年４月１日、ＮＵＲＯモバイルが２０ギガの新料金プランの提供を開始されてござ

います。また、２０２２年４月１日、ＩＩＪがギガプランの値下げを実施されておりますし、

同じく２０２２年４月１日、イオンモバイルが音声プランの値下げを実施されているとこ

ろでございます。 

 １ページおめくりください。右肩１８ページでございます。２０２２年８月２４日にオプ

テージが最大速度３００ｋｂｐｓの新料金プランの提供を開始されておりますし、２０２

２年１０月１３日、ＮＵＲＯモバイルがかけ放題付きの１ギガバイトの新料金プランの提
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供を開始されてございます。また、２０２３年２月２２日、オプテージが最大速度３２ｋｂ

ｐｓの新料金プランの提供開始をしておりますし、２０２３年４月１日、ＩＩＪさんがギガ

プランの容量の増加を実施しているところでございます。 

 また、オプションといたしましては、１ページおめくりください。右肩１９ページでござ

います。こちらも２０２２年１２月２１日、オプテージがいわゆる１０分かけ放題と時間無

制限のかけ放題といったプランの提供を開始しているというところでございますし、同じ

く２０２２年１２月２１日、ＮＵＲＯモバイルが無制限のかけ放題オプションの提供を開

始しているところでございます。また、２０２３年２月１日、オプテージが１０分通話パッ

クの提供を開始されてございますし、また２０２３年３月１７日、夜間フリーオプションの

提供を開始しているというところがございます。 

 続きまして、右肩２６ページを御覧ください。ここからはＭＮＯによる接続料の低廉化等

というところでございます。これはやはりＭＶＮＯが多様な料金プランを提供できるよう

になった背景といたしましては、データ接続料の低廉化とかモバイル音声卸料金の引下げ

といったところの要因が挙げられるところでございます。これによって、ＭＶＮＯ各社の創

意工夫の余地が拡大して、新たな料金プランが多数提供されるようになったところがござ

いました。こうした取組の一環といたしまして、新たなものがまた出てきているところでご

ざいます。２０２３年３月の音声接続料の届出に合わせまして、廉価プランに対するモバイ

ルスタックテストの実施もございましたし、また、今年６月には特定卸電気通信役務に係る

規律が施行されるということになっているところでございます。 

 続きまして、右肩３０ページを御覧ください。ここからは指定事業者のＡＲＰＵの状況と

通信料金に関する利用者意識調査の結果でございます。まずは指定事業者のＡＲＰＵの状

況でございます。２０２２年度につきましては、その平均値におきまして、全体で３,４２

７円でございますし、スマートフォン向けの契約では３,７８０円でございまして、これは

昨年度の平均値と比べまして、それぞれ４.０％減、６.２％減となっているところでござい

ます。ＭＮＯ３社の場合につきましては、特に廉価プランの提供が本格化して以降、減少傾

向でございまして、改正事業法施行年と比較いたしますと１９.４％減となっているところ

でございます。他方で、ヒアリングの中でも一部の事業者の方からは、２０２２年の途中ぐ

らいから増加に転じているとの報告もあったところでございます。また、ＭＮＯ３社以外の

指定事業者さんの場合には、直近１年程度は増加傾向になっているというところもござい

ました。 
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 続きまして、通信料金に関する利用者意識調査の結果でございます。これは総務省が実施

をいたしました利用者意識調査でございます。月々の携帯電話会社への支払総額について

は継続して低下しているところでございまして、改正事業法施行時点と比べまして３５.

７％減となっているところでございます。また、通信料金の支払額に絞った場合も、同様に

継続して低下しているというところでございまして、改正事業法施行時点と比べましてこ

ちらは４２％減となっているところでございます。 

 続きまして、右肩３４ページを御覧いただければと思います。ここからは利用者の動向に

ついてでございます。 

 １ページおめくりください。右肩３５ページでございます。まずは事業者の乗換えの動き

でございます。ここは指定事業者の新規契約数と契約解除数を見ているところでございま

す。こちらにつきましては、前年同月を一応毎月上回る水準で推移をしているところでござ

いまして、前年と比較いたしましても、新規契約数においては１３.８％増、契約解除数に

おいては１７.６％増となっているところでございます。 

 そのうち、ＭＮＰの件数の割合について調べたところ、大体５割程度となっているところ

でございます。こちらは改正事業法施行年と比べますと約１５７％増、１.５倍になってい

るということで、年々増加傾向にあるところでございます。こちらにつきましては、楽天モ

バイルやＭＶＮＯのヒアリングの中にもございましたが、サービス利用意思を伴わない乗

換えも影響しているというところも考えられるところでございます。 

 続きまして、ＭＮＯ３社について絞った形で見ると、契約解除数が新規契約数を上回る傾

向が続いているところでございますけれども、２０２２年３月はこれが逆転しているとこ

ろでございました。ただ、スマートフォン向けに限りますと実は双方に大きな差はないとこ

ろでございまして、２０２１年８月以降、新規契約数が契約解除数を上回る傾向となってい

るところでございます。 

 また、ＭＮＯ３社以外の指定事業者につきましては、２０２２年４月までは一貫して新規

契約数が契約解除数を上回っているというような状況でございましたけれども、２０２２

年５月から１０月にかけまして、契約解除数が新規契約数を上回っているところがござい

ました。主な要因といたしましては、楽天モバイルがこの時期、１ギガ以下０円を廃止いた

しましたＲａｋｕｔｅｎ ＵＮ－ＬＩＭＩＴⅦの提供開始を発表したというところもござ

いましたので、こういったところを受けて契約解除数が増加したところが考えられるとこ

ろでございます。 
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 続きまして、解約率につきましては、これは事業者全体、ＭＮＯ３社、それ以外の事業者

とも、おおむね継続して前年同月よりも増えているというような状況でございます。 

 続きまして、右肩４０ページを御覧ください。こちらは新料金プランへの移行状況でござ

います。新料金プランの契約数につきましては、２０２３年１月末現在におきまして約５,

０００万になってございます。新料金プランへの移行も着実に進展をしているところでご

ざいます。 

 続きまして、右肩４３ページを御覧ください。新料金プランへの移行に関しまして、利用

者意識調査の結果でございます。まず、この調査において、既に新料金プランを利用してい

るかを尋ねたところ、既に利用しているという回答をいただいた者が全体の５０％、今後乗

り換えたいと考えている、乗り換えるつもりだけれども乗換え先は検討中という回答をい

ただいた人は約１０％でございまして、全体として約６割の方が新料金プランに興味を持

っているところがうかがえるところでございます。他方で、乗り換えるつもりがないという

御回答をいただいた方が２６.３％、これらプランについては知らないので分からないとい

う回答があった人が１３.８％もあったというところでございます。 

 また、既に新料金プランを利用しているという回答をいただいた方に、どのプランを利用

しているのかについても尋ねたところ、最も多かったのが楽天モバイル、次いで、ＮＴＴド

コモのａｈａｍｏ、Ｙ！ｍｏｂｉｌｅ、ソフトバンク、ＵＱモバイルという順番になってい

るところでございました。これらのプランへの乗換え元を尋ねたところ、いずれも同じ事業

者さんからの移行が最も多かったところでございました。ただ、楽天モバイルに関しまして

は、ＭＮＯ３社からの移行が多かったところでございます。 

 また、今後乗り換えたい、乗り換えるつもりだが検討中という回答をいただいた方に、検

討している乗換え先を尋ねたところ、ＮＴＴドコモのａｈａｍｏが一番多く、続いて楽天モ

バイルのＵＮ－ＬＩＭＩＴⅦ、ＵＱモバイルのくりこしプランＳ＋５Ｇ、Ｙ！ｍｏｂｉｌｅ

のシンプルＳ、ｐｏｖｏという順番になっているというところでございました。 

 １ページおめくりください。右肩４４ページでございます。また、その利用者意識調査の

中で、既に新料金プランを利用している方の利用している理由を聞いたところ、最も多かっ

たのは料金が安いからというところでございました。また逆に、新料金プランに乗り換える

つもりがないことの理由といたしまして聞いたところ、一番多かったのは、現在のプランに

特に不便を感じていないから、次いで、今より料金が高くなってしまうから、手続を行うこ

とが面倒だからという結果でございました。 
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 続きまして、右肩５０ページを御覧ください。こちらはＭＮＯ３社の廉価プラン等への移

行状況でございます。このページは、分析対象及び方法というところにございますが、こち

らにつきましては昨年同様というところでございますので、説明は割愛させていただきた

いと考えてございます。 

 ここから２ページおめくりください。右肩５２ページでございます。こちらは利用者の動

向でございます。まずは右側、赤と黄色、つまり、楽天モバイルとＭＶＮＯの合計に関しま

して、この１年で見る限り変動はないというところでございました。また、ＭＮＯ３社の方

を見ていただきますと、いわゆる青から緑ということで、すなわち、廉価プラン等以外のプ

ランから廉価プラン等への移行というような動きが見てとれるところでございます。 

 １ページおめくりください。右肩５３ページでございます。廉価プラン等への転入の内訳

について見ますと、同じ事業者内の別のプラン等からの転入が多くなっているというとこ

ろがございました。また、楽天モバイルに関しましては、先ほどと同様の傾向がございまし

て、もともと転入元として多かったのが他のＭＮＯからの移行、次いで、自社内ＭＶＮＯか

らの移行、新規契約と来て、他のＭＶＮＯからの移行という順番になっているところでござ

いました。 

 こういったところから、ＭＮＯの利用者は、ＭＮＯの中で移行する傾向、特に同じ事業者

の中のオンライン専用プランの方に移行する傾向が強いというところがございましたし、

また、ＭＶＮＯの利用者につきましては、ＭＮＯ３社の廉価プラン、楽天モバイルを中心に

移行する傾向が強いというところが見えてきたところでございます。また、こういった状況

でございますと、ＭＶＮＯにとりましては、ＭＮＯとの価格優位性が低下している中で、顧

客獲得が難しくなってきている様子がうかがえるというところでございます。 

 続きまして、右肩５６ページを御覧ください。こちらは違約金のある契約の状況でござい

ます。まずＭＮＯ３社につきましては、全ての契約について違約金を既に撤廃されていると

ころでございます。また、ＭＮＯ３社以外の指定事業者についても継続的に減少していると

ころでございまして、昨年との比較におきまして２４.５％減となっているところでござい

ます。 

 続きまして、右肩５９ページを御覧ください。こちらは指定事業者が行っている新規契約

を条件とした利益提供や継続利用割引等でございます。まず、指定事業者が行っている新規

契約を条件とした利益の提供につきましては、２０２１年６月以降増加をしていたところ

でございましたが、２０２２年１月をピークに減少してきているところでございます。他方、
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販売代理店等が行っている新規契約を条件とした利益の提供につきましては、改正事業法

施行以降、増加傾向にございます。また、指定事業者が行っている継続利用割引等につきま

しては、改正事業法施行以降、全体として減少傾向が見られるところでございます。 

 続きまして、右肩６５ページを御覧ください。ここからがまとめでございます。１番、市

場の概況でございます。まず、事業法第２７条の３の対象となります移動電気通信役務の契

約数につきましては、改正事業法施行年と比べますと約１.８％減となっているところでご

ざいますが、スマートフォン向けの契約数については１８.１％の伸びでございまして、継

続して堅調な伸びを見せているところでございます。その中で、３Ｇや４Ｇから５Ｇへのシ

フトが鮮明になってきているというところもございます。また、ＭＶＮＯさんの事業者数に

ついては２５.５％の伸びとなっているところでございました。 

 こういった状況を踏まえますと、通信市場においては競争については一定程度機能して

いるというところもございますが、改正事業法施行後、ＭＮＯとＭＶＮＯの契約数のシェア

には大きな変動はございませんので、特にＭＶＮＯのシェアにつきましては、改正事業法施

行前まで年１.２％の伸びを見せていたことと比較しますと、その勢いはなくなってきてい

るところがございます。 

 ２番、料金の動向につきましては、ＭＮＯ、ＭＶＮＯともに多様な料金プランの提供をし

ていただいているところでございまして、その結果、利用者の方の月々の携帯電話会社への

通信料金の支払額につきましては、改正事業法施行時と比べまして約４２％減ですし、支払

総額で見ましても約３５.７％減でございますので、通信料金の低廉化は非常に大きく進展

しているのではないかと思ってございます。他方で、ＭＮＯとＭＶＮＯの料金プランの料金

差が縮まっているところがございますので、ＭＶＮＯにとって価格優位性が低下している

状況でございます。この点、従来、ＭＮＯのデータ接続料やモバイル音声卸料金の低廉化と

いった取組に加えまして、本年６月から特定卸電気通信役務に係る制度が施行されるとこ

ろでございますので、こうした制度を活用いたしまして、ＭＶＮＯにおいて創意工夫が促進

されることが期待されるところでございます。こうした動きにつきまして、本ＷＧにおいて

も、そうした創意工夫の進展度合いについて引き続き注視をすべきではないかとしている

ところでございます。 

 １ページおめくりください。右肩６６ページでございます。３番、利用者の動向につきま

しては、全般的にスイッチングコストの低下がございまして、事業者の乗換えや料金プラン

を変更する動きが活発化してきているところでございます。新料金プランへの移行につき
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ましては着実に進展をしておりまして、先ほど申し上げましたが、本年１月末現在で約５,

０００万の契約となってございまして、制度見直しの恩恵が利用者の方にも一定程度広が

っているということが示されているのかなというところでございます。 

 他方で、一定数の利用者の方は、ＭＮＯ３社のいわゆる旧来プランにいらっしゃるという

ところでございます。こういった方々が移行しない理由につきましては、現在利用している

料金プラン内容に特に不便を感じていないという回答がある一方で、手続を行うことが面

倒だから、特に理由はない、興味がないといった回答も多かったところでございました。こ

うした積極的な理由なく移行しない利用者に対しまして、自身のニーズに合った移行のメ

リットとか手続が必ずしも複雑ではないんだということを正しく伝えていくことが重要と

考えてございますので、総務省におきましても、こういった情報を正しく伝えるためにも、

携帯電話ポータルサイトのコンテンツの充実や消費者団体を通じた周知啓発といった情報

の発信を引き続き積極的に行っていく必要があるのではないかと思ってございます。 

 また、４番といたしまして、公正な競争条件の確保でございます。やはりＭＮＯの数には

もともと限りがあるところもございますので、ＭＶＮＯが引き続き競争の軸として重要な

役割を果たすことが期待されるところでございます。そういったところを踏まえますと、特

にＭＶＮＯにおいて、適時に競争し得るサービスが提供されることが非常に重要と考えら

れるのではないか、また今後、５ＧＳＡサービスの普及が見込まれる中で、特にＭＮＯによ

る５ＧＳＡに係る機能開放を受けたＭＶＮＯのサービス提供の状況に関しまして、国際標

準の動向とか、接続料の算定等に関する研究会での議論等を踏まえながら、本ＷＧにおいて

引き続き注視すべきではないかとしているところでございます。 

 なお、内外価格差調査等、現段階でそろっていないデータもございますので、そちらのデ

ータ等につきましては、報告書の取りまとめの際にお示しできればと考えているところで

ございます。 

 長くなりましたが、事務局からは以上でございます。 

【新美主査】  御説明ありがとうございます。それでは、ただいま通信市場の動向につい

て説明をいただきましたが、これについてコメント、御質問のある方は御発言よろしくお願

いします。発言希望の方はチャット欄でお知らせいただきたいと思います。どうぞよろしく

お願いします。 

 それではまず、大谷さん、御発言をお願いします。 

【大谷構成員】  日本総研の大谷でございます。御説明ありがとうございました。定点観
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測という形ではありますけれども、今の通信の現在というのが、モバイル通信について詳し

く把握することができたと思っております。 

 ６５ページ、６６ページで述べていただいている点は、いずれも大変納得感のある御指摘

ばかりだと思っております。特に最後のところですけれども、創意工夫の努力を続けていら

っしゃって、積極的にイノベーションに取り組んでいらっしゃるＭＶＮＯ様にとっては、５

ＧＳＡサービスのための機能開放というのは、やはりどうしても実現すべき、必須のことだ

と認識しております。これまでもテレコムサービス協会やほかのＭＶＮＯの皆様からの御

意見の中にも、そこについての交渉の進展についてまだまだ課題があるという御指摘をい

ただいていたところかと思います。 

 今回まとめていただいた中で、国際標準が阻害要因になっているということが一言で示

されていますけれども、それを別に口実にしているということではなくて、実際にそれが阻

害要因になっているということなのであれば、少しその辺り、国際標準が決まらないことに

よってどういう影響があり、それを乗り越えるためにどういう動きが必要なのか、少し言葉

を補っていただくことが必要ではないかと思っております。また、こういった標準が明らか

にならないなどの理由でこれまでも交渉はかどらないという事態が繰り返されてきている、

かつて見た景色のようなところもありますので、そこをやはり繰り返さないということの

ために、何ができるかというのを模索していく必要があるのではないかと思います。 

 質問のような、コメントのような、感想のようなものでございますけれども、私からは以

上でございます。 

【新美主査】  ありがとうございます。今の大谷さんのコメント、質問めいたところもあ

りましたが、事務局から何かございますでしょうか。 

【中島料金サービス課課長補佐】  事務局でございます。大谷先生、御質問、コメントあ

りがとうございました。 

 御質問といたしますと、恐らく最後のところの、ＭＶＮＯにとっての５ＧＳＡの機能開放

の状況、何が阻害要因になっているのか、国際的なところが阻害要因になっているのであれ

ば、そこら辺の言葉を足していくべきではないかというところと認識しているところでご

ざいます。 

 こちらにつきましては、協議の状況自体は、接続料の算定等に関する研究会等でも議論さ

れているところと承知はしておりますが、今、その状況について把握をしていくというとこ

ろも含めて、報告書案に向けて、その検討状況を踏まえながら、何か足せるものがあれば足
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し込んでいくということも検討させていただければと考えているところでございます。 

 事務局からは以上でございます。 

【新美主査】  ありがとうございます。大谷さんの指摘されたところはかなり大きな問題

にもなりそうですので、接続研等の検討を踏まえて方向性を定めていっていきたいと思い

ます。 

 それでは続きまして、相田さん、どうぞ御発言お願いします。 

【相田主査代理】  相田でございます。大変よくまとめていただいていると思いますが、

１か所表現上気になったところがございます。３５ページ、４つ目のポチですけれども、２

０２２年５月にＲａｋｕｔｅｎ ＵＮ－ＬＩＭＩＴⅦを提供開始することを発表したこと

を受け、契約解除者が増加したためということが、新たな料金プランを発表したため契約解

除者が増加したということだと意味があまり通らないので、結局、それまでのＲａｋｕｔｅ

ｎ ＵＮ－ＬＩＭＩＴⅥのユーザーもこの料金プランに切り替えるという措置を行ったの

で、契約解除者が増加したということだと思いますので、そこら辺、もう少し表現を追加し

ていただいたほうが、我々はみんな状況は分かっているんですけれども、後から誰かが見た

ときにそこを理解しやすくなるかなと思いました。 

 以上でございます。 

【新美主査】  御指摘ありがとうございます。事務局、今の御指摘についてはいかがです

か。 

【中島料金サービス課課長補佐】  事務局でございます。相田先生、コメントをいただき

まして、ありがとうございます。今のところにつきましては、まさに３５ページの下から２

つ目のポツのところの楽天モバイルがというところと、１ギガ以下０円を廃止したことに

よってのところのくだりだと認識してございます。恐らくこれは０円を廃止して、０円で使

っていた方々が結構契約解除されたというところも含めてあったかなと思ってございます

が、先生おっしゃるとおり言葉が若干不足していた部分がございますので、こちらも、報告

書に向けて言葉を足すなり検討させていただければと考えているところでございます。 

 事務局から以上でございます。 

【新美主査】  では、よろしく御検討お願いします。 

 ほかに御発言御希望の方はいらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは続きまして、議題３に移りたいと思います。端末市場の動向についてでございま

す。事務局から御説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。 
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【中島料金サービス課課長補佐】  事務局でございます。それでは、資料３に基づきまし

て、端末市場の動向について説明をさせていただきます。 

 右肩１ページを御覧ください。こちらも目次となってございまして、大きく４つの項目を

設けさせていただいているところでございます。全体のページ構成につきましては、先ほど

の通信市場の動向と同様になってございます。 

 それでは、１ページおめくりください。右肩２ページでございます。まずは端末市場の動

向についてでございます。 

 １ページおめくりください。右肩３ページでございます。こちらは端末の売上台数と売上

高についてでございます。こちら、２０２２年の合計につきましては、それぞれ売上台数が

３,２６３万台、売上高が２兆２,１４９億円でございまして、これは昨年と比較をいたしま

すと、売上台数が１２.４％減、売上高が２.７％増という形になっているところでございま

す。また、スマートフォンの売上台数・売上高の全体に占める割合も、昨年と比べましてそ

れぞれ１.６ポイント増、１.３ポイント増になっているところでございますので、こうした

スマートフォンの全体に占める割合の高まりにつきましては、今後も同様の傾向が続いて

いくと考えられるところでございます。 

 １ページおめくりください。右肩４ページでございます。こちら、売上単価と価格帯別売

上台数の構成比でございます。まず、売上単価につきましては、おととし２０２１年と比較

いたしますと１７.１％増となっているところでございます。これはスマートフォンに限っ

ても同様の傾向でございます。また、２０２２年の売上台数における価格帯別の割合につき

ましては、主に低価格帯が減少し、高価格帯の割合が増えるといったところが見られるとこ

ろでございます。特に２０２２年第１四半期から第３四半期にかけまして、１２～１４万円

未満の価格帯の端末が１３ポイントも増加しているというところがある一方、４～６万円

未満、２～４万円未満及び２万円未満の価格帯は軒並み減少しているところでございまし

た。 

 こうした背景といたしましては、２０２２年は急激な円安・物価高がございましたので、

そちらの影響があって全体的に端末の価格帯が上昇したというところでございます。また、

ＭＮＯ各社において端末の大幅値引きが引き続き行われていたというところもございまし

たので、高価格帯のスマートフォンの売上げが増加したと考えられるところでございます。 

 続きまして、右肩９ページを御覧ください。こちらは対象設備の購入等を条件とした経済

的利益の提供でございます。まず指定事業者における、対象設備の購入等を条件とした経済
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的利益の提供額、また、そのうち端末購入等の割引額について調べたところ、２０２２年に

おきましては大きな変動はないところでございました。ただし、１件当たりの額といたしま

しては、特に端末購入等の割引額は増加傾向が見られたというところでございます。また、

この内数といたしまして、廉価プラン等とそれ以外に分けてみたところ、いずれもその大宗

は廉価プラン等以外のプランとなったところでございます。なお、ＭＮＯ３社の端末販売台

数のうち、いわゆる端末購入プログラムに入っている加入者への方の販売台数の割合は、改

正事業法施行後、おおむね４０％台で推移をしているというところがございました。 

 続きまして、代理店における対象設備の購入等を条件とした経済的利益提供につきまし

ては、概ね指定事業者と同じような傾向でございますが、その大宗が端末購入等割引となっ

ているところでございまして、概ね前年同月を上回っているところでございました。 

 続きまして、右肩１４ページを御覧ください。代理店への支払金でございます。２０２２

年の代理店等への支払金の合計につきましては１兆２,２０１億円で、前年同期比３.９％

増となってございます。そのうち、いわゆる販売奨励金、こちらの合計は７,８６０億円で

１５.３％増となっているところでございます。このことから、代理店等への支払金の総額

の上昇を抑えつつも、販売奨励金の割合を高めているという傾向がうかがえるところでご

ざいます。 

 また、この内数といたしまして、ＭＮＯ３社とそれ以外の事業者を分けてみたところ、い

ずれもＭＮＯ３社がその大宗を占める構造に変化はなかったところでございます。ただ、特

に販売奨励金については１年を通じて増加傾向になっているというところがございます。

さらに、廉価プラン等とそれ以外に分けてみたところ、いずれもその大宗は廉価プラン等以

外のプランに係るものでございました。また、ＭＮＯ３社の端末設備の購入等を条件とした

経済的利益の提供額と比較をした場合、こちらの額が大きくなっているというところもご

ざいまして、端末の販売促進に関しましては、代理店さん等への支払金（販売奨励金）を通

じて行われている様子がうかがえるというところでございます。 

 続きまして、右肩１７ページを御覧ください。メーカーへの支払金でございます。２０２

２年の指定事業者からのメーカーへの支払金の合計は前年比１０.９％減でございますが、

こちらについて全体として大きな動きはなかったというところでございます。 

 続きまして、右肩１９ページを御覧ください。利用者意識調査の結果でございます。こち

らは月々の携帯代金の支払額について調査をしたところでございましたが、２０２２年中

に関しましては大きな変化はなかったところでございます。また、最近の携帯電話端末の代
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金に関する印象について尋ねたところ、安くなっている、もしくは変わらない、こういった

回答をいただいた方が減っている一方で、高くなっているというような回答をいただいた

方が増えているというような結果でございまして、２０２２年の急激な円安・物価高の影響

が見てとれるかなと考えているところでございます。 

 続きまして、右肩２５ページを御覧ください。ここからは５Ｇ端末についてでございます。 

 １ページおめくりください。右肩２６ページでございます。５Ｇサービスにつきましては、

２０２０年３月頃から我が国で提供の開始があったところでございまして、各社ともエリ

ア整備について進めているという状況でございます。 

 １ページおめくりください。右肩２７ページでございます。５Ｇ端末のラインナップを見

ていくと、やはり様々な価格帯の５Ｇ端末が販売されているというところがございました。

ただ特に、先ほどもございましたが、１０万円以上の端末の機種が増えているというところ

がございまして、高価格帯のラインナップが充実している傾向があるところでございまし

た。また、端末の販売台数・出荷台数といたしましては、これは民間調査会社による調査結

果によりますと、５Ｇ対応スマートフォンの出荷台数は、スマートフォン出荷台数全体に占

める割合の９５.０％となっているところでございます。また、ＭＮＯ各社が販売している

５Ｇ端末に占めるミリ波対応端末の割合が約１９％、５ＧＳＡ対応端末は約２０％でござ

いました。また、ＭＮＯ３社は、法人向けの５ＧＳＡサービス提供のほか、個人向けの５Ｇ

ＳＡサービスについても提供を開始されているところでございます。 

 続きまして、右肩３６ページを御覧ください。中古端末の動向についてでございます。 

 １ページおめくりください。右肩３７ページでございます。中古端末の流通状況につきま

しては、まずＭＮＯ４社による２０２１年度の中古端末の買取り台数、売却台数は、２０２

０年度と比較いたしまして、それぞれ１.９％増、９.０％増となっているところでございま

す。また、ＲＭＪの正会員におけます中古端末販売台数・買取り台数につきましては、前期

と比べた場合、販売台数は１６.７％減ですが、買取り台数が９.７％増となっているところ

でございました。なお、民間調査会社により公表された調査結果によりますが、２０２１年

度の中古スマートフォン販売台数は対前年同期比で１４.６％増になってございますし、そ

の後も拡大傾向が続いていくというような予測があるところでございます。 

 また、中古端末の販路につきましても、先ほどもございましたが、ＭＮＯでの取扱いも出

てきているところでございまして、そういった多様な方が中古端末の取扱いを開始してい

るという状況にございます。 
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 ただ、利用者意識調査、こちらをやらせていただきまして、その中で、メイン端末におい

て中古端末を使っている割合をお聞きしたところ、３％～４％という回答があったところ

でございます。逆に２台目以降の端末については１５％～３０％程度という結果があった

ところでございます。また、民間調査会社が公表された調査結果によりますと、メイン端末

も実は中古端末を１１.６％使っているという結果もあったところでございます。 

 続きまして、１ページおめくりいただいて、右肩３８ページでございます。こちらも利用

者意識調査でございますが、以前使用していた端末について聞いたところ、家で保管してい

るという回答が全体の５６.６％で最も高かったというところでございました。その理由と

いたしましては、やはり個人情報が心配だから、特に理由はない、端末の中に大事なデータ

が入っているからといった回答の割合が多かったというところでございます。 

 利用者の方々のこうした懸念を払拭する取組が進められているところでございます。例

えばＲＭＪにおきましては、リユースモバイルガイドラインを策定し、公表しているところ

でございます。また、このガイドラインを遵守している事業者さんを利用者の方が容易に識

別することが可能とするために認証制度を運用しておりまして、現在６社が認証、公表に至

っているところでございます。 

 また、総務省におきましても、携帯電話ポータルサイトの中で、端末の売却時におけるデ

ータの消去を含めた注意点とともに、中古端末の購入方法等を紹介するといったような形

で、中古端末に対する利用者の理解を深める取組も行っているところでございます。 

 続きまして、右肩４８ページを御覧いただければと思います。ここからがまとめでござい

ます。端末の売上台数及び売上高につきましては、事業法施行時点と比べていきますと、そ

の間、いわゆる新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に基づく外出自粛とか、２０

２２年の急激な円安・物価高の影響もありまして、そういったところを除きますと、概ね前

年同月に比べて増加しているというところでございます。 

 ただ、２０２２年において見ていきますと、円安・物価高の影響がございましたので、端

末の売上台数自体は減少する一方で、売上額については僅かに増加しているというところ

でございました。こちらにつきましては、先ほどの円安・物価高の影響によりまして端末の

価格自体が高騰しているということに加えまして、ＭＮＯ各社が端末購入プログラムを提

供すること等で端末の大幅割引を行っている、こういったことの関係で高価格帯の端末の

売上げが増加しているというところが影響していると考えられるところでございます。 

 また、端末市場におきまして、改正事業法の施行当初につきましては、低・中価格帯の端
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末の販売割合が増加するといったような、競争が一定程度実現したと認められるところが

あったところでございますが、先ほどのＭＮＯ各社の大幅な割引等の実施もございまして、

高価格帯の端末販売割合が著しく増加するなど、ゆがんだ競争状況になりつつあると言え

るのではないかとしているところでございます。他方で、中古端末の販売台数については継

続して増加しているというところ、また、その販路も拡大しているというところを踏まえれ

ば、中古端末が選択肢の一つとして浸透しつつあると言えて、端末市場全体に対する競争に

資する動きは評価できるのではないかとするところでございます。 

 しかしながら、中古端末につきましては、中古端末取扱業者等から示されている課題とか

利用者の懸念も存在をしているというところでございますので、その流通促進に向けまし

て、その課題に対する事業者、中古端末取扱業者の対応状況、また、中古端末の取扱いの状

況、また、先ほどの利用者の意識の変化も含めて継続的に注視するとともに、総務省におい

ても、正確な情報発信を、引き続き携帯電話ポータルサイトにおいて行うべきではないかと

しているところでございます。 

 １ページおめくりください。右肩４９ページでございます。５ＧＳＡとかミリ波の活用と

いった５Ｇならではの機能を生かした新サービスを享受するためには、５ＧＳＡやミリ波

に対応した端末を購入等する必要があるという中で、こうした端末の普及促進を図るべき

ではないかという旨の意見もあったところでございました。 

 しかしながら、この点につきましては、スマートフォン全体の出荷体制に占める５Ｇ対応

端末の割合が９５％であるという調査結果もあるところ、また、５ＧＳＡ、ミリ波を活用し

たサービスは、現時点で萌芽期であるにもかかわらず、既にＭＮＯ各社で販売されている５

Ｇ端末に占めるミリ波対応端末の割合が約１９％、ＳＡ対応端末が約２０％というところ

で、これらは今後もさらに増加することが見込まれるというところもございます。 

 こういったところを踏まえますと、現時点においては、直ちに５Ｇへの移行若しくは５Ｇ

ＳＡやミリ波等を活用したサービスの提供に支障が生じるというような状況にないと考え

られるのではないかとしているところでございます。ただし、技術革新の速度は速いという

ところも踏まえますと、本ＷＧにおいても引き続き５ＧＳＡ、ミリ波の対応端末を含めた５

Ｇ端末全体の状況について注視していく必要があるのではないかとしているところでござ

います。 

 事務局からは以上でございます。 

【新美主査】  御説明ありがとうございます。それでは、端末市場の動向について説明い
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ただきましたが、これについてコメントあるいは御質問のある方は、チャット欄でお知らせ

いただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 中央大学の西村さん、どうぞ御発言をお願いします。 

【西村（暢）構成員】  中央大学の西村でございます。御説明ありがとうございました。

私のほうからは１点提案ではございますが、検討いただければと思います。 

 ４８枚目、まとめ①の上から３つ目のポチの前半部分についてでございます。ＭＮＯ各社

による上述の大幅割引の実施に関しまして、たしか本年２月に公取の緊急実態調査が行わ

れ、結果が公表されたかと思います。基本的に独禁法解釈あるいは公取方針といった点では

なく、実態調査が行われた点、または公取の問題意識というのは記述してもよいのかなと思

ったのですけれども、御検討いただければと思います。 

 私からは以上です。 

【新美主査】  ありがとうございます。これについては、事務局への要望ということで承

っておきます。 

 続きまして、北さん、御発言をお願いします。 

【北構成員】  野村総研の北でございます。８ページ辺りに価格帯別の端末の売上台数の

データがありまして、高価格帯の比率が上昇しているというふうになっています。このデー

タは２０２０年１０月からなので、その前の、事業法施行後の２０１９年１０月から２０２

０年１０月にかけてのデータでは、たしか中価格帯の比率が高まったという結果だったと

記憶しております。 

 もともと事業法を改正した理由として、高価格帯偏重の市場を是正するということがあ

り、施行によってその偏重した市場が是正された、つまり、それをよしとするスタンスだっ

たと思います。一方でメーカーさんへのヒアリングでは、日本の高価格帯の比率が低くなっ

ており、アメリカ、韓国と比べて低いということは問題で、このままでは日本は世界に取り

残されてしまうといった話がありました。ここで当ＷＧとして、価格帯がどうなるというこ

とをよしとするのかというスタンスを改めて明確にすべきだと思いました。 

 円安とか、部品部材の価格が上がったり、物流費が上がったりということで価格自体が高

まってしまっていて、法を施行する、しない、あるいは安売りする、しないにかかわらずこ

の比率は変わってしまうので、そこをどう見るかという問題は非常に難しいと思いますが、

私が言いたいことは、改めて我々は、端末の比率がどうなることを目標として、今はどうな

のか、これからどうすべきなのかというスタンスを明確にすべきではないかと思いました。 
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 以上でございます。 

【新美主査】  ありがとうございます。これはなかなか難しい御提案ですけれども、今の

北さんの提案について、何か事務局からございますか。 

【片桐料金サービス課長】  事務局、料金サービス課長の片桐でございます。北先生、御

提案どうもありがとうございました。もともと法第２７条の３の導入において総務省が目

指したところは、端末市場においても適切な競争が行われるようにするということでござ

いまして、その観点から、利用者のニーズに合った端末が幅広く用意されるということが望

ましいのではないかと認識しております。 

 ２０１９年の時点と現在とでは、先生もおっしゃるように、部品の価格も変わっているこ

とですし、また、消費者のニーズも必ずしも同じではないと思っております。したがいまし

て、どこの価格帯が一番伸びるべきだ、多くなるべきだということを申し上げるのは非常に

難しいかと思うのですけれども、利用者のニーズに合った端末がバランスよくラインナッ

プされるというような状況が端末市場の競争に資するのではないかと考えております。先

生からいただきました御提案につきましても、報告書案を作る中でどのように反映させて

いただけるかということについては、引き続き事務局としても検討させていただければと

思っております。 

 以上でございます。 

【新美主査】  ありがとうございます。それでは続きまして、長田さん、御発言をお願い

します。 

【長田構成員】  ありがとうございます。西村先生、北さんのお二人の御発言について私

は賛同いたします。 

 それとともに、今回の議題の御報告を、いろいろとまとめを伺っていてもすごく思いまし

たが、通信事業者は通信事業者としての競争をしていただきたいなと思います。先ほどの端

末の話もそうですけれども、非常に高価格帯の人気が出るだろうものについてだけ大幅な

値下げをするとか、そういうことが多々見られる状況という、そういうことで競争して自分

の通信を利用する人を増やすというところはやはりもう早くやめていただきたいなと思っ

ています。端末に関しても、利用者がやはり自分がうまく使える程度のもので十分だという

方たちに無理やり高度なものを使っていただく必要もないですし、今現在日本で提供され

ている５Ｇが、どこでも完全に安定して５Ｇが取れているのかといえばそうでもない。だか

ら、通信のところをもうちょっときちんとしていただいて、そして、５ＧＳＡでもミリ波で
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も、そういうものを生かした新サービスが一体何なのかがちゃんとみんなの目で見えてく

るときになって初めてそういうものに必要な端末を購入するというふうに時代が変わって

いかなければいけないんじゃないかなと思っています。 

 いずれにしろ、何か特別な、法律の隙間を縫うような形で競争していくというのではなく、

本来通信事業者として競争していただきたいなと思っていることと、それから、実際にユー

ザーと接している人たちがショップの方々であったりするわけですが、オンラインで直接、

通信事業者の皆さんとのやり取りもありますけれども、それにしても、ユーザーが何を望ん

でいるのかというのはきちんと本当に把握をしていただきたいなと思っていまして、何か

間違った把握の下に代理店の皆さんに無理をさせているということも実際あると思います

ので、そこも通信事業者としてやっぱり襟を正していただきたいなと思っています。 

 以上です。 

【新美主査】  ありがとうございます。ほかに御発言御希望の方はいらっしゃいませんで

しょうか。いかがでしょうか。 

 今の端末をめぐる議論もそうですけれども、５Ｇを普及させるというためには、コンテン

ツが充実しているということも必要になると思います。いろいろなところを見て、表現は悪

いんですけれども、ある意味でどこに誘い水を出すのかというのが政策だと思いますので、

もう少しどの辺りにそういったインセンティブを用意するかは、皆さんでもう少し議論し

ていただくのがいいのかなと思って伺っておりました。これは通信サービス事業者だけで

はなくて、端末でもないし、いろいろなところがあると思います。関口さん、どうぞ御発言

お願いします。 

【関口構成員】  関口でございます。新美先生のおっしゃっていることに全く同感です。 

 実は５Ｇはビジネスユースについては利用シーンが随分出てくるんですけれども、個人

ユースの場合の利用シーンがいまひとつ見えてこないんですね。実際にお求めになってい

らっしゃる方たちはやっぱり個人として使っている方が大勢いらっしゃるわけで、新しい

端末を購入して、５ＧＳＡの機能のものを購入されるという、保有はしているんだけれども、

具体的に利用をして５Ｇの利便性を実感できるという体験が、スピード以外には今のとこ

ろあまり見えてこないというのがあります。そこはやっぱり事業者さんにぜひコンテンツ

を充実していただいて、個人向けの新たなコンテンツをぜひ大急ぎで充実させていただか

ないと、やっぱり本当に５Ｇを持ってよかったという充実感は得られないというふうに私

も感じます。 
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 以上でございます。 

【新美主査】  ありがとうございます。的確なコメントありがとうございます。 

 ほかに御発言御希望の方、どうぞ合図をしていただきたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

 本日の議題は以上でございますが、この際、全体にわたって情報共有しておきたいとか、

コメントしたいというようなことがございましたら、御発言いただきたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

 それでは、本日の議事は以上ということにしたいと思います。 

 最後に、事務局から連絡事項があるかと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

【中島料金サービス課課長補佐】  事務局でございます。本日も熱心な御議論をいただき

まして、誠にありがとうございました。 

 次回の会合の詳細につきましては、別途事務局から御連絡を差し上げるとともに、総務省

ホームページに開催案内を掲載いたしたいと考えてございます。 

 事務局からは以上でございます。 

【新美主査】  それでは、本日はこれにて閉会ということにさせていただきます。非常に

熱心な御議論ありがとうございました。それでは、失礼いたします。 

 

以上 

 


